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本
年
四
月
二
四
日
に
、
平
成
二
一
年
度
か
ら
平
成

二
五
年
度
ま
で
の
五
年
間
を
計
画
期
間
と
す
る
森

林
整
備
保
全
事
業
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

計
画
は
、
昨
年
一
〇
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
全
国
森
林
計

画
（
計
画
期
間
─
平
成
二
一
～
三
五
年
度
）
に
掲
げ
る
森

林
の
整
備
及
び
保
全
の
目
標
の
計
画
的
か
つ
着
実
な
達
成

に
資
す
る
た
め
、
最
初
の
五
年
間
の
森
林
整
備
保
全
事
業

（
森
林
整
備
事
業
、
治
山
事
業
）
の
実
施
の
目
標
等
を
定

め
た
も
の
で
す
。

事
業
目
標

本
計
画
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
前
計
画
と
同
様
に
森
林

の
重
視
す
べ
き
機
能
に
応
じ
た
、「
安
心
」、「
共
生
」、「
循

環
」
に
係
る
目
標
と
、
森
林
を
支
え
る
基
盤
で
あ
る
山
村

地
域
の
「
活
力
」
を
目
標
と
し
て
設
定
す
る
と
と
も
に
、

各
目
標
ご
と
に
全
部
で
八
つ
の
成
果
指
標
を
設
定
し
ま
し

た
。
事
業
の
目
標
に
は
、
地
球
温
暖
化
防
止
対
策
と
し
て
、

「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
の
森
林
吸
収
量
の
目
標

で
あ
る
一
、三
〇
〇
万
炭
素
㌧
（
基
準
年
総
排
出
量
比
で
約

三・八
％
）
を
確
保
す
る
た
め
、
毎
年
二
〇
万
㌶
の
追
加
的

な
間
伐
等
を
実
施
し
、
森
林
吸
収
量
目
標
の
確
保
を
目
指

す
こ
と
も
具
体
的
に
明
記
し
て
い
ま
す
。（
図
1
参
照
）

成
果
指
標

各
成
果
指
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
最
近
の
森
林
・

林
業
を
取
り
巻
く
情
勢
を
踏
ま
え
、
国
民
に
と
っ
て
よ
り

分
か
り
易
く
す
る
観
点
か
ら
見
直
し
ま
し
た
。
主
な
成
果

指
標
の
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト
は
図
2
の
と
お
り
で
す
。

「
国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
」（
安
心
）

「
安
心
」
に
係
る
成
果
指
標
に
つ
い
て
は
、
①
育
成
途

上
の
育
成
林
の
う
ち
機
能
が
良
好
に
保
た
れ
て
い
る
森
林

の
割
合
を
向
上
さ
せ
る
指
標
と
、
②
周
辺
の
森
林
の
山
地

防
災
機
能
が
確
保
さ
れ
る
集
落
数
を
増
加
さ
せ
る
指
標
を

設
定
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
機
能
が
良
好
に
保
た
れ
て

い
る
森
林
の
割
合
を
向
上
さ
せ
る
指
標
に
つ
い
て
は
、
育

成
林
全
体
が
高
齢
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
成
果
指

標
の
対
象
齢
級
を
前
計
画
の
3
～
9
齢
級
か
ら
3
～
12
齢

級
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
、
適
確
に
育
成
林
の
現
況
を

反
映
さ
せ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

「
森
林
と
人
と
が
共
生
す
る
社
会
の
実
現
」（
共
生
）

「
共
生
」
に
係
る
成
果
指
標
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
成
果

指
標
を
設
定
し
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、
森
林
づ
く
り
や
環

境
教
育
、
保
健
・
文
化
的
利
用
に
対
す
る
国
民
の
関
心
が

高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
た
に
、
森
林
環
境
教

育
に
着
目
し
た
指
標
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
具

体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
整
備
さ
れ
た
森
林
環
境
教
育
等

に
利
用
さ
れ
て
い
る
森
林
や
施
設
の
う
ち
国
有
林
及
び
地

方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
森
林
公
園
等
を
対
象
と
し
て
、

森
林
の
整
備
及
び
保
全
に
よ
り
当
該
森
林
等
を
常
に
利
用

で
き
る
状
態
に
維
持
し
、
森
林
環
境
教
育
活
動
へ
の
参
加

者
数
を
増
加
さ
せ
る
成
果
指
標
を
設
定
し
ま
し
た
。

二
つ
目
は
、
森
林
の
多
様
性
の
増
大
に
係
る
指
標
を
設

定
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
伐
採
跡
地
へ
広
葉
樹
等
の
造

成
割
合
を
増
加
さ
せ
る
指
標
を
見
直
し
、
育
成
林
全
体
に

占
め
る
育
成
複
層
林
の
面
積
の
割
合
を
増
加
さ
せ
る
指
標

と
し
、
森
林
･
林
業
基
本
計
画
の
目
標
に
即
し
て
そ
の
着

特
集

─
森
林
整
備
保
全
事
業
計
画

２　共生の視点
　森林の多様性の維持増進、身
近な生活環境としての森林や国
民に広く開かれた森林の整備及
び保全による「森林と人とが共
生する社会の実現」

４　活力の視点
　森林資源の活用、都市との共
生・対流による「活力ある地域
社会形成への寄与」

１　安心の視点
　森林の水土保全機能の高度発
揮による「国民が安心して暮ら
せる社会の実現」

３　循環の視点
　森林資源を循環利用する「循
環を基調とする社会の形成への
寄与」

地球温暖化対策の着実な推進
　６年間で合計330万ｈａの間伐の実施等を目標とする　「美しい
森林づくり推進国民運動」を展開し、政府、地方公共団体、森林
所有者、林業・木材産業関係者、国民等の協力の下、京都議定書
第１約束期間内の森林吸収量目標である1,300万炭素トンの達成を
目指す。

事業実施に向けた４つの基本的な視点と事業の目標

（図1）
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実
な
達
成
を
進
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

三
つ
目
は
、
現
行
計
画
と
同
様
に
海
岸
林
等
を
保
全
し

身
近
な
生
活
環
境
の
保
全
す
る
指
標
を
設
定
し
ま
し
た
。

「
循
環
を
基
調
と
す
る
社
会
の
形
成
へ
の
寄
与
」（
循
環
）

「
循
環
」
に
係
る
指
標
に
つ
い
て
は
、
林
道
等
を
計
画

的
に
開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
林
道
等
か
ら
二
百
㍍
以
内

の
効
率
的
な
施
業
が
可
能
な
森
林
の
資
源
量
を
増
加
さ

せ
る
指
標
を
設
定
し
ま
し

た
。
5
年
間
で
資
源
量
を
約

一
億
六
千
万
㎥ 

増
加
さ
せ
る

表
現
と
併
せ
て
、
そ
の
量
が

森
林
・
林
業
基
本
計
画
に
掲

げ
る
平
成
二
七
年
の
木
材
供

給
目
標
量
で
あ
る
23
百
万
㎥

／
年
（
丸
太
ベ
ー
ス
）
の
五

年
分
に
相
当
す
る
資
源
量
で

あ
る
こ
と
を
表
記
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

「
活
力
あ
る
地
域
社
会
形
成
へ

の
寄
与
」（
活
力
）

「
活
力
」
に
係
る
指
標
に

つ
い
て
は
、
①
森
林
資
源
を

積
極
的
に
利
用
し
て
い
る
流

域
数
を
増
加
さ
せ
る
指
標
を

設
定
し
ま
し
た
。
前
計
画
で

は
、
森
林
の
成
長
量
の
五
割

以
上
を
木
材
と
し
て
生
産
・

供
給
し
て
い
る
流
域
数
を
計

上
し
て
い
ま
し
た
が
、
本
計

画
で
は
、
森
林
・
林
業
基
本

計
画
の
木
材
供
給
量
の
目
標

値
（
2
、
3
0
0 

万
㎥
：
Ｈ
27
）
を
達
成
す
る
こ
と
や
森

林
資
源
の
保
続
培
養
を
図
る
観
点
か
ら
、
森
林
の
成
長
量

の
範
囲
内
で
成
長
量
の
4
割
以
上
を
利
用
し
て
い
る
流
域

数
を
指
標
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
②
山
村
地
域
の
住
民
を

対
象
と
し
た
生
活
環
境
の
整
備
に
よ
り
定
住
条
件
の
向
上

を
図
る
指
標
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
環
境
施
設

の
整
備
に
加
え
、
居
住
地
周
辺
の
森
林
の
整
備
を
追
加
し

た
指
標
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

留
意
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て

本
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
留
意
事

項
に
お
い
て
は
、「
ソ
フ
ト
施
策
と
の
連
携
」
と
し
て
、
花

粉
発
生
源
対
策
や
シ
カ
等
の
野
生
鳥
獣
被
害
対
策
の
取
組

を
追
加
す
る
と
と
も
に
、「
低
炭
素
社
会
づ
く
り
へ
の
対

応
」
と
い
う
項
目
を
新
た
に
設
定
し
、「
低
炭
素
社
会
づ

く
り
行
動
計
画
」
の
趣
旨
に
添
っ
て
、
森
林
整
備
保
全
事

業
を
推
進
す
る
上
で
留
意
す
べ
き
事
項
を
記
述
し
て
い
ま

す
。お

わ
り
に

本
計
画
の
実
行
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
都
道
府
県
、
市

町
村
、
森
林
・
林
業
・
木
材
産
業
関
係
者
等
の
緊
密
な
連

携
の
下
、
着
実
に
森
林
の
整
備
及
び
保
全
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
本
計
画
の
目
標
達
成
に
向
け
て
、

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。

（図2）


